
中小企業応援プログラム 

2026 年 3 月 23 日 

株式会社ライトスタッフ 

 

1. 表明・確約事項 

（１） Visa、Master カードの取扱契約先がライトスタッフ経由のみであること 

（２） 既にライトスタッフと加盟契約がある加盟店の場合、該当の加盟店契約すべてに 

 ついて本プログラムの申し込みを行うこと 

（３） 中小企業庁が定める中小企業定義に該当すること（個人事業主も含む） 

➢ 小売業の場合：従業員数：50 人以下、資本金：5 千万円以下 

➢ サービス業の場合：従業員数：100 人以下、資本金：5 千万円以下 

（４） 上場企業や、上場企業のグループ会社でないこと 

（５） 1 間のクレジットカード取扱額が、国際ブランドの取り決める金額以下であること 

➢ Visa：年間 2,000 万円以下 

➢ Mastercard：年間 1,000 万円以下 

 

2. 同意事項 

（１） 以下①、②どちらかの条件に合致した場合には中小応援プログラムの適用対象外と 

 なり、中小企業応援プログラム適用前の料率に変更されます。なお、プログラムの適 

 応対象外となった場合、加盟店手数料率は事前予知なく変更され、登録完了通知の 

 発送をもって通知されます。 

① カードの年間取扱高が各国際ブランドが定める金額のいずれかを超過した場合 

・Visa：2,000 万円 

・Mastercard：1,000 万円 

※集計期間等は各ブランドの定めに従う 

② 国際ブランド（Visa、Mastercard）または三菱 UFJ ニコス株式会社が本プログ

ラムを終了したとき 

 

（２） 本プログラムの参加にあたり、提携会社が本プログラムのモニタリング、第三者不正

使用、リスク判定の高度化、マーケティングへの利活用を行うために、ご契約のカード

会社が取得した加盟店に係る次の情報を当社が保護措置を講じたうえで提携会社へ提供

すること。 

※提携会社の名称、提携会社の所在地、当該所在地における個人情報保護制度および提

携会社が講ずる個人情報保護措置については以下「提携会社の情報」のとおりとしま

す。 



【加盟店情報】  

 加盟店の商号※、会社所在地※、会社電話番号※、代表者氏名、店舗名、店舗所在

地、取扱商品等の加盟申込時および変更届出時に届け出た情報、加盟店契約日 

（※個人事業主の場合は代表者名、代表者住所、代表者電話番号） 

【提携会社の情報】 

 当社が個人情報を提供する提携会社の名称および所在地 

・ ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社およびマスターカード・ジャパン株式会

社および株式会社ジェーシービーならびにこれらの提携会社のグループ企業（提携会社

と同一国に所在する企業に限る。） （所在地：日本） 

① Visa Incorporated.および Mastercard International Incorporated.ならびにこれらの提

携会社のグループ企業（提携会社と同一国に所在する企業に限る。） 

（所在地：アメリカ合衆国） 

②  Visa Worldwide Pte. Limited および Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.ならびにこれ

らの提携会社のグループ企業（提携会社と同一国に所在する企業に限る。） 

（所在地：シンガポール共和国） 

③  上記①・②の外国における個人情報保護制度 

➢ アメリカ合衆国 

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/ 

➢ シンガポール共和国 

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_singapore/ 

④ 上記①の提携会社が講ずる個人情報保護措置 

上記①の第三者は、OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する措置をすべ

て講じています。 

（３） 本プログラム参加にあたっての表明・確約事項、同意事項に反していたことが判明、 

 またはライトスタッフ加盟店規約に反していたことが判明した際には、適用される 

 加盟店手数料率と事前合意していた加盟店手数料率（中小企業応援プログラムの料率 

 適用以前に適用されていた加盟店手数料率）との差額の返金に応じること。 

  


